
14昭島市役所 ☎042-544-5111（代表） FAX 042-546-5496

相談場所：市役所内相談室／予約は、オンブズパーソン・
市政相談担当☎544-5122へ。

法 律 相 談○予

７日（月）･８日（火）の午前９時～正午･
午後１時30分～４時30分
18日（金）･21日（月）･24日（木）の午前
９時～正午
19日（土）の午後２時～５時10分
23日（水）の午後１時30分～４時30分

行 政 相 談○予 10日（木）の午後１時30分～４時30分
人権身の上相談○予 28日（月）の午後１時30分～４時30分
交 通 事 故 相 談○予 15日（火）の午後１時30分～４時
司 法 書 士 相 談
（相続・登記等）○予 ９日（水）の午後１時30分～４時30分
相 続・遺 言 等 
暮らしの手続相談○予 16日（水）の午後１時30分～４時30分

不 動 産 相 談○予 22日（火）の午後１時30分～４時30分
相談場所：市役所内相談室／予約は各担当へ。

オンブズパー
ソン相談○予

９日（水）・23日（水）の午前９時～正午、11日
（金）・25日（金）の午後１時30分～４時30分
※市政などに関する苦情の相談
〈オンブズパーソン・市政相談担当☎544-5122〉

税務相談○予 11日（金）の午後１時30分～４時30分
〈市民税係☎544-5111（代）〉

創業ワンストップ
窓口相談○予

17日（木）の午後１時～５時
〈産業振興係☎544-5111（代）〉

精神保健福祉
一般相談○予

平日の午前９時～午後５時
〈障害福祉係☎544-5111（代）〉

女性悩みごと
相 談 ○予

水曜日の午後１時～４時
〈男女共同参画担当☎544-5130〉

就学相談○予
平日の午前８時30分～午後５時
※心身の発達に心配のあるお子さんの就学相談

〈特別支援教育係☎544-5111（代）〉
ひとり親・
女性相談○予

平日の午前８時30分～午後５時
〈ひとり親・女性支援担当☎544-5111（代）〉

※�表以外の相談は、オンブズパーソン・市政相談担当☎
544-5122へ。

○予 は予約制／相談は無料
１日～３日、14日は休み１月の相談 相談場所：あいぽっく／予約は、子育て世代包括支援センター

☎543-7303または地域保健係☎544-5126へ。
育 児 相 談
（未就学児の保護者
を対象）

16日（水）の午前９時10分～10時30分
※ バスタオル・母子健康手帳をお持ちく
ださい。

子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

助 産 師 相 談○予 木曜日の午前９時20分～正午
にんしんＳＯＳ相談 平日の午前８時30分～午後５時
保健栄養相談○予 18日（金）の午前９時15分～正午 地

域
保
健
係

女性医師による
女性の健康相談○予

24日（木）の午後１時30分～３時30
分

こころといのちの
相談

平日の午前８時30分～午後５時
（予約した方を優先）

その他
教 育 相 談 平日の午前９時～午後５時〈教育相談室（昭和町分室内）☎541-4445〉
いじめ相談
ホットライン

平日の午前９時～午後５時
《いじめ専門電話相談ダイヤル☎543-7633》

AKISHIMA
キッズナー

平日の午前９時～午後６時30分
※18歳未満の子ども専用電話相談

《AKISHIMAキッズナー☎0120-678-044》

子育て相談

平日の午前９時～午後７時（受け付けは６時30分まで）
〈子ども家庭支援センター☎543-9046〉

平日の午前８時30分～午後５時（受け付けは４
時45分まで）、土曜日の午前９時～午後４時（受
け付けは３時45分まで）
〈子育てひろばなしのき（なしのき保育園内）☎543-6716〉
平日の午前８時30分～午後５時
（受け付けは４時45分まで）
〈子育てひろばほりむこう（旧堀向保育園内）☎541-2277〉

消 費 生 活
相 談

平日の午前９時～正午・午後１時～４時
〈消費生活センター☎544-9399〉

あ き し ま
雇用・労働
相 談

12日（土）の午前10時～午後３時
※相談場所は市民交流センター

〈産業振興係☎544-5111（代）〉
認 知 症
初 期 相 談

平日の午前８時30分～午後５時15分
〈介護福祉課☎544-4148〉

福 祉 法 律
相 談 ○予

11日（金）・18日（金）の午後１時30分～４時30分
※成年後見などの相談／相談場所はあいぽっく
 〈地域福祉・後見支援センターあきしま

（社会福祉協議会内）☎544-0388〉

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

◎
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に

加
入
を

　

国
内
に
住
所
が
あ
る
20
〜
59
歳

の
方
は
、国
民
年
金
へ
の
加
入
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す（
厚
生
年
金

に
加
入
し
て
い
る
方
を
除
く
）。

　

平
成
30
年
度
の
保
険
料
は
月
額

１
万
６
３
４
０
円
で
す
。

　

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
方
に
は
、納
付
が
免
除

（
全
部
ま
た
は
一
部
）・
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、学
生
で

納
付
で
き
な
い
方
に
は
、納
付
が
猶

予
さ
れ
る
学
生
納
付
特
例
制
度
が

あ
り
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、市
役

所
年
金
係
ま
た
は
東
部
出
張
所
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い（
い
ず
れ
も
所

得
制
限
あ
り
）。

☆
詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
。

◎
障
害
の
あ
る
方
に
は

　

20
歳
に
な
る
前
の
病
気
や
け
が

が
原
因
で
、20
歳
に
達
し
た
と
き
に

一
定
程
度
の
障
害
の
あ
る
方
は
、請

求
に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、本
人
に
所
得
が
あ
る
と
き

は
、そ
の
金
額
に
応
じ
て
支
給
が
制

限
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
。

◎�

老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に

源
泉
徴
収
票
を
送
付

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
、平
成
30
年

中
の
年
金
の
支
払
い
総
額
や
源
泉

徴
収
税
額
な
ど
を
記
載
し
た「
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」が
１
月
下

旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。所
得
税
や
市・

都
民
税
の
申
告
を
す
る
際
に
必
要

で
す
の
で
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。な
お
、障
害
年
金
や
遺
族
年
金

な
ど
は
課
税
対
象
で
は
な
い
た
め
、

源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

05-
１
１
６
５
、ま
た

は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎
042-
523-

０
３
５
２
へ
。

◎�

国
民
年
金
保
険
料
収
納
業
務
の

民
間
委
託

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
忘
れ
て
い
る
方
へ

の
電
話
・
文
書
・
戸
別
訪
問
に
よ
る

納
付
案
内
や
保
険
料
の
収
納
業
務

に
つ
い
て
、次
の
民
間
事
業
者
に
委

託
し
て
い
ま
す
。

◇ 

事
業
者　

日
立
ト
リ
プ
ル
ウ
ィ

ン
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
印
刷
共
同
企
業
体
☎　
　
　
　

０
１
２
０-

211-

231

☆
詳
し
く
は
、立
川
年
金
事
務
所
☎

042-

523-

０
３
５
２
へ
。


